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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
風水害-11 
 
 
 
 
 

第１章 災害予防計画 
第４節 都市計画 
２．防火地域及び準防火地域の指定 
地震災害編・第１章・第２節・第２・２「(1) 防火・準防火地域

の指定」（地震-13）に準ずる。 
 
３．建築基準法第 22 条に基づく区域指定 
地震災害編・第１章・第２節・第２・２「(2) 屋根不燃化区域の

指定」（地震-13）に準ずる。 
 
 
第９節 防災知識の普及 
２.普及啓発手段 
 地震災害編・第１章・第４節・第１・１「(2) 普及啓発手段」（地震

-37）に準ずる。 
 
 
第２ 児童生徒等に対する防災教育 
地震災害編・第１章・第４節・第１「２．児童生徒等に対する防

災教育」（地震-38）に準ずる。 
 

第３ 防災対策要員に対する防災教育 
地震災害編・第１章・第４節・第１「３．防災対策要員に対する

防災教育」（地震-38）に準ずる。 

第１章 災害予防計画 
第４節 都市計画 
２．防火地域及び準防火地域の指定 
地震災害編・第１章・第２節・第２・２「(1) 防火・準防火地域の

指定」（地震-15）に準ずる。 
 
３．建築基準法第 22 条に基づく区域指定 
地震災害編・第１章・第２節・第２・２「(2) 屋根不燃化区域の指

定」（地震-15）に準ずる。 
 
 
第９節 防災知識の普及 
２.普及啓発手段 
 地震災害編・第１章・第４節・第１・１「(2) 普及啓発手段」（地

震-40）に準ずる。 
 
 
第２ 児童生徒等に対する防災教育 

地震災害編・第１章・第４節・第１「２．児童生徒等に対する

防災教育」（地震-40）に準ずる。 
 

第３ 防災対策要員に対する防災教育 
地震災害編・第１章・第４節・第１「３．防災対策要員に対す

る防災教育」（地震-40）に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-13 
 
 

第１０節 防災訓練 
第１ 総合防災訓練への参加 
地震災害編・第１章・第４節・第２「１．総合防災訓練」（地震-

40）に準ずる。 
 
第２ 個別防災訓練の実施 
１．避難訓練 
地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(1) 避難訓練」（地震-

40）に準ずる。 
 

２．非常参集訓練 
地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(2) 非常参集訓練」（地

震-40）に準ずる。 
 
３．通信訓練 
地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(3) 通信訓練」（地震-

40）に準ずる。 
 

第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 
地震災害編・第１章・第４節・第２「３．事業所、自主防災組織

及び住民等の訓練」（地震-41）に準ずる。 
 

第１０節 防災訓練 
第１ 総合防災訓練への参加 

地震災害編・第１章・第４節・第２「１．総合防災訓練」（地震

-42）に準ずる。 
 
第２ 個別防災訓練の実施 
１．避難訓練 
地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(1) 避難訓練」（地震-42）
に準ずる。 
 
２．非常参集訓練 

地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(2) 非常参集訓練」（地

震-42）に準ずる。 
 
３．通信訓練 

地震災害編・第１章・第４節・第２・２「(3) 通信訓練」（地震

-42）に準ずる。 
 
第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

地震災害編・第１章・第４節・第２「３．事業所、自主防災組

織及び住民等の訓練」（地震-43）に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
風水害-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１２節 要配慮者安全確保のための備え 
第１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 
地震災害編・第１章・第３節・第５「１．社会福祉施設等の安全

体制の確保」（地震-31）に準ずる。 
 
第２ 在宅避難行動要支援者の支援体制の確保 
地震災害編・第１章・第３節・第５「２．在宅避難行動要支援者

の支援体制の確保」（地震-32）に準ずる。 
 
第３ 要配慮者の避難所等における支援体制の確保 
地震災害編・第１章・第３節・第５「３．要配慮者の避難所等にお

ける支援体制の確保」（地震-32）に準ずる。 
 
第４ 外国人に対する防災体制の充実 
地震災害編・第１章・第３節・第５「４．外国人に対する防災体

制の充実」（地震-33）に準ずる。 
 

第１２節 要配慮者安全確保のための備え 
第１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 

地震災害編・第１章・第３節・第５「１．社会福祉施設等の安

全体制の確保」（地震-33）に準ずる。 
 
第２ 在宅避難行動要支援者の支援体制の確保 

地震災害編・第１章・第３節・第５「２．在宅避難行動要支援

者の支援体制の確保」（地震-34）に準ずる。 
 
第３ 要配慮者の避難所等における支援体制の確保 

地震災害編・第１章・第３節・第５「３．要配慮者の避難所等

における支援体制の確保」（地震-34）に準ずる。 
 

第４ 外国人に対する防災体制の充実 
地震災害編・第１章・第３節・第５「４．外国人に対する防災

体制の充実」（地震-35）に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
風水害-17 
 
 
 
 
 
風水害-18 

第２章 災害応急対策計画 
第１節 阿見町の災害対策組織 
１．阿見町警戒本部の設置等 

(1)省略 
(2) その他 
本部設置等の通知、本部室等の設置、職員の配置、本部の組織、

本部員会議、本部の標識、情報連絡系統、現地災害対策本部等に

ついては、地震災害編・第２章・第１節「第２ 災害対策（警戒）

本部の設置・運営」（地震-45）に準ずる。 
 

２．阿見町災害対策本部の設置等 
(1) 設置・廃止の判断、通知等 
（省略） 
(2) その他 
本部設置等の通知、本部室等の設置、職員の配置、本部の組織、

本部員会議、本部の標識、情報連絡系統、現地災害対策本部等につ

いては、地震災害編・第２章・第１節・第２「２.阿見町災害対策本

部の設置等」（地震-47）に準ずる。 
 

第２節 町職員の動員 
（省略） 
その他、配備体制の決定、動員・参集、参集場所、参集時の留意

事項、参集報告、職員の服務については、地震災害編・第２章・第

１節「第１ 町職員の動員・配備」（地震-42）に準ずる。 
 

 

第２章 災害応急対策計画 
第１節 阿見町の災害対策組織 
１．阿見町警戒本部の設置等 

(1)省略 
(2) その他 
本部設置等の通知、本部室等の設置、職員の配置、本部の組

織、本部員会議、本部の標識、情報連絡系統、現地災害対策本

部等については、地震災害編・第２章・第１節「第２ 災害対

策（警戒）本部の設置・運営」（地震-46）に準ずる。 
 
２．阿見町災害対策本部の設置等 
(1) 設置・廃止の判断、通知等 
（省略） 
(2) その他 

本部設置等の通知、本部室等の設置、職員の配置、本部の組織、

本部員会議、本部の標識、情報連絡系統、現地災害対策本部等に

ついては、地震災害編・第２章・第１節・第２「２.阿見町災害対

策本部の設置等」（地震-48）に準ずる。 
 
第２節 町職員の動員 
（省略） 

その他、配備体制の決定、動員・参集、参集場所、参集時の留

意事項、参集報告、職員の服務については、地震災害編・第２章・

第１節「第１ 町職員の動員・配備」（地震-43）に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-19 
 
 
 
 
 
 
 
風水害-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 気象情報等の収集・伝達 
第１ 気象情報等の監視 
 

風水害関係の気象警報・注意報の発表基準 

（茨城県南部・県南地域・阿見町） 

特別警報・警報・注意報

の種類 
発表基準等 

警報 

大雨警報 

（省略） 

(浸 水 害) 表面雨量指数が 20 
(土砂災害) 土壌雨量指数が 120 

洪水警報 

（省略） 

(1) 流域雨量指数基準が乙戸川流

域で 9.1、清明川流域で 9.8 
(2) 指定河川洪水予報による基準：

霞ヶ浦・北浦［出島］、利根川水系

桜川［桜橋（田土部）］ 

暴風警報 （省略） 

暴風雪警

報 
（省略） 

大雪警報 （省略） 

注意報 

大雨注意

報 

（省略） 

(1) 表面雨量指数が 9  

(2) 土壌雨量指数が 82 

（省略） 

第３節 気象情報等の収集・伝達 
第１ 気象情報等の監視 
 

風水害関係の気象警報・注意報の発表基準 

（茨城県南部・県南地域・阿見町） 

特別警報・警報・注意報

の種類 
発表基準等 

警報 

大雨警報 

（省略） 

(浸 水 害) 表面雨量指数が 20 
(土砂災害) 土壌雨量指数が 157 

洪水警報 

（省略） 

(1) 流域雨量指数基準が乙戸川流

域で 8.7、清明川流域で 9.5 
(2) 指定河川洪水予報による基準：

霞ヶ浦・北浦［出島］、利根川水系

桜川［桜橋（田土部）］ 

暴風警報 （省略） 

暴風雪警

報 
（省略） 

大雪警報 （省略） 

注意報 

大雨注意

報 

（省略） 

(1) 表面雨量指数が 9  

(2) 土壌雨量指数が 108 

（省略） 

 
最新の基準を 
反映 
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洪水注意

報 

(1)複合基準（表面雨量指数、流域雨

量指数）が乙戸川流域で(5、7.4) 
(2) 流域雨量指数基準が乙戸川流

域で 7.2、清明川流域で 7.8 
(3) 指定河川洪水予報による基準：

霞ヶ浦・北浦［出島］ 
強風注意

報 
（省略） 

注意報 

風雪注意

報 
（省略） 

大雪注意

報 
（省略） 

 
 
 

 

洪水注意

報 

(1)複合基準（表面雨量指数、流域雨

量指数）が乙戸川流域で(5、6.9) 
(2) 流域雨量指数基準が乙戸川流

域で 6.9、清明川流域で 7.6 
(3) 指定河川洪水予報による基準：

霞ヶ浦・北浦［出島］ 
強風注意

報 
（省略） 

注意報 

風雪注意

報 
（省略） 

大雪注意

報 
（省略） 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
風水害-28 
 

第４節 災害情報の収集・伝達 
第１ 被害情報の収集・調査・報告 
地震災害編・第２章・第２節・第２「２．被害情報の収集・調査・

報告」（地震-53）に準ずる。 
 
第２ 情報のとりまとめ 
地震災害編・第２章・第２節・第２「３．情報のとりまとめ」（地

震-55）に準ずる。 
 
第３ 茨城県等への報告 
(1) 報告対象 

本部班は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事態が発生し

た場合、災害情報共有システムを利用し、また、「火災・災害等

即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防防第 267 号）」に基づ

き、県災害対策本部、その他必要とする機関に対して状況を報告

する。 
 

(2) 報告先 
地震災害編・第２章・第２節・第２・４「(2) 報告先等」（地震

-55）に準ずる。 
なお、「火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防防

第 267 号）」に基づく直接即報基準の該当事案（風水害により死

者又は行方不明者が生じたとき）は、直ちに県及び国（消防庁）

に報告する。 

第４節 災害情報の収集・伝達 
第１ 被害情報の収集・調査・報告 

地震災害編・第２章・第２節・第２「２．被害情報の収集・調

査・報告」（地震-54）に準ずる。 
 
第２ 情報のとりまとめ 

地震災害編・第２章・第２節・第２「３．情報のとりまとめ」

（地震-56）に準ずる。 
 
第３ 茨城県等への報告 
(1) 報告対象 

本部班は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事態が発生

した場合、災害情報共有システムを利用し、また、「火災・災害

等即報要領（令和 7 年 4 月 21 日付消防応第 44 号）」に基づ

き、県災害対策本部、その他必要とする機関に対して状況を報

告する。 
(2) 報告先 

地震災害編・第２章・第２節・第２・４「(2) 報告先等」（地

震-56）に準ずる。 
なお、「火災・災害等即報要領（令和 7 年 4 月 21 日付消防応

第 44 号）」に基づく直接即報基準の該当事案（風水害により死

者又は行方不明者が生じたとき）は、直ちに県及び国（消防庁）

に報告する。 

ページ番号の 
修正 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-28 
 
 
 
 
風水害-29 
 
 
 
風水害-30 
 
 
 
風水害-31 
 
 
 
風水害-32 
 
 
 
 
 
 

 
第４ 被災者台帳の作成 
地震災害編・第２章・第２節・第２「５．被災者台帳の作成」（地

震-56）に準ずる。 
 
第５節 通信体制の確立 
地震災害編・第２章・第２節「第１ 情報連絡体制の確保」（地

震-50）に準ずる。 
 

２．実施方法 
地震災害編・第２章・第２節・第３・１「(2) 実施方法」（地震-
58）に準ずる。 
 

第２ 報道機関への対応 
地震災害編・第２章・第２節・第３「２．報道機関への対応」

（地震-59）に準ずる。 

 

第７節 救助・救急活動 
第１ 救助・救急活動 
地震災害編・第２章・第４節・第４「１．消火・救助・救急活動」

（地震-73）に準ずる。 
 
第２ 消防応援 
地震災害編・第２章・第４節・第４「１．消火・救助・救急活動」

（地震-73）に準ずる。 
 

 
第４ 被災者台帳の作成 

地震災害編・第２章・第２節・第２「５．被災者台帳の作成」

（地震-57）に準ずる。 
 
第５節 通信体制の確立 

地震災害編・第２章・第２節「第１ 情報連絡体制の確保」（地

震-51）に準ずる。 
 

２．実施方法 
地震災害編・第２章・第２節・第３・１「(2) 実施方法」（地震

-59）に準ずる。 
 

第２ 報道機関への対応 
地震災害編・第２章・第２節・第３「２．報道機関への対応」

（地震-60）に準ずる。 
 

第７節 救助・救急活動 
第１ 救助・救急活動 

地震災害編・第２章・第４節・第４「１．消火・救助・救急活

動」（地震-74）に準ずる。 
 

第２ 消防応援 
地震災害編・第２章・第４節・第４「１．消火・救助・救急活

動」（地震-74）に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-34 
 
 
 
風水害-39 

第１ 避難指示等 
地震災害編・第２章・第４節「第１ 避難指示・誘導」（地震-64）
に準ずる。 

 
第２ 警戒区域の設定 
地震災害編・第２章・第４節・第１「２．警戒区域の設定」（地

震-65）に準ずる。 
 
第３ 避難の誘導 
地震災害編・第２章・第４節・第１「３．避難の誘導等」（地震-

66）に準ずる。 
 
第４ 避難所の開設 
地震災害編・第２章・第５節・第２「１．避難所の開設」（地震- 

83）に準ずる。 
 
第５ 避難所の運営 
地震災害編・第２章・第５節・第２「２．避難所の運営」（地震-

84）に準ずる。 

第１ 避難指示等 
地震災害編・第２章・第４節「第１ 避難指示・誘導」（地震-65）
に準ずる。 
 
第２ 警戒区域の設定 

地震災害編・第２章・第４節・第１「２．警戒区域の設定」（地

震-66）に準ずる。 
 
第３ 避難の誘導 

地震災害編・第２章・第４節・第１「３．避難の誘導等」（地震

-67）に準ずる。 
 
第４ 避難所の開設 

地震災害編・第２章・第５節・第２「１．避難所の開設」（地震

-84）に準ずる。 
 
第５ 避難所の運営 
地震災害編・第２章・第５節・第２「２．避難所の運営」（地震-85）
に準ずる。 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
風水害-42 
 
 
 
風水害-44 
 
 
 
風水害-47 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１７節 応急医療 
地震災害編・第２章・第４節「第５ 応急医療」（地震-76）に準ず

る。 
 
第２２節 緊急輸送 
地震災害編・第２章・第４節・第２「３．緊急輸送手段の確保」

（地震-70）に準ずる。 
 
第２５節 自衛隊の派遣要請・受入 
地震災害編・第２章・第３節「第１ 自衛隊の災害派遣要請・受

入」（地震-60）に準ずる。 
 
第２６節 防災関係機関等への応援要請・受入れ 
地震災害編・第２章・第３節「第２ 防災関係機関等への応援要請・

受入」（地震-62）に準ずる。 
 

 

第１７節 応急医療 
地震災害編・第２章・第４節「第５ 応急医療」（地震-77）に準

ずる。 
 
第２２節 緊急輸送 

地震災害編・第２章・第４節・第２「３．緊急輸送手段の確保」

（地震-71）に準ずる。 
 
第２５節 自衛隊の派遣要請・受入 

地震災害編・第２章・第３節「第１ 自衛隊の災害派遣要請・

受入」（地震-61）に準ずる。 
 
第２６節 防災関係機関等への応援要請・受入れ 
地震災害編・第２章・第３節「第２ 防災関係機関等への応援要

請・受入」（地震-63）に準ずる。 
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